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【問 14】錨泊時の船間距離

                          ＜500GT 未満＞63/81   ＜500GT 以上＞13/66

【問 15】錨泊船間距離が不十分な場合の対応

                          ＜500GT 未満＞62/81   ＜500GT 以上＞13/66

【問 15 更問】錨泊船間距離が不十分な場合の対応

                          ＜500GT 未満＞9/81   ＜500GT 以上＞4/66

過去に Y1 錨地に錨泊した際、他船との船間距離は平均どの位でしたか？ 当て

はまるものを選択して下さい。

過去、Y1 錨地での錨泊を計画した際、他船との船間距離が不十分と感じた場合

に、どのように対応しましたか？ 当てはまるものを選択して下さい。

Y1 錨地に錨泊した際の対応について教えて下さい。
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【問 15 更問】錨泊船間距離が不十分な場合の対応

    ＜500GT 未満＞2/81
・ 浦賀航路を北上し Y1 錨地から Y2 錨地には航路航行義務違反となるため。

・ 基本的に十分距離をとれる

    ＜500GT 以上＞1/66
     ・電子海図及びレーダーで監視する。

【問 16】実態調査で確認した Y1 錨地の平均錨泊船間距離と通常時の錨鎖伸出量

                             ＜500GT 未満＞62/81  ＜500GT 以上＞13/66

【問 17】Y1 錨地で錨泊する場合の錨泊船間距離

                          ＜500GT 未満＞63/81    ＜500GT 以上＞12/66

                                                         【500GT 未満平均】4.38Loa    【500GT 以上平均】4.46Loa

Y1 錨地に錨泊した際の対応について教えて下さい。（「その他」を選択した船舶）

6 ヵ月間の実態調査の結果、Y1 錨地を利用する全船舶の平均船長は 78.2m、平

均錨泊船間距離は 355.2m（平均船長の約 4.5 倍）でした。Y1 錨地の平均水深

が 23m の場合、通常時の錨鎖伸出量（水深×3＋90m）は 159.0m となります

が、どのように評価しますか？

＊自船の船長が 78.2m と仮定して回答して下さい。（条件は風速 10m/s 以内）

回答できない場合は、「その他」を選択して下さい。

Y1 錨地で錨泊する場合、どれくらいの錨泊船間距離を確保したいですか？

自船の船長を「Loa」として回答して下さい。（条件は風速 10m/s 以内）
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【問 18】錨泊船間距離の確保に関する考え方、自由意見等 
 

 
                                

＜500GT 未満＞41/81 
・ 特になし 

・ 特に無し 

・ 100mを超える外国船が我が物顔で錨泊し、利用船が多く、船間距離も近く、死角 

 も多い。更に、混雑時は横浜航路、鶴見航路の往来も多数ある。ここ数年来、Y-2 

 錨地を利用している 

・ 全く問題ない 

・ 横浜航路入港までの時間調整に利用することが多いです 

・ 抜錨後の動きを考え Y1 西側に投錨したいと思いますが鶴見航路側しかスペース

が空いてない場合が多く、その際は船間を縫って錨地に向かう事になるので船間

距離は 0.15 マイルほど確保してないと狭く感じる 

・ 大型本船の補助用タグボートが Y1 にて流している事が有り、船間距離が近くな

る為 Y1 を利用出来ない事がある 

・ 船間距離がとれなかったら、錨鎖の長さを調節するもしくは錨地変更をする。 

・ 外航船はできるだけ中ノ瀬に錨泊させてほしい 

・ 充分広い錨地とは言えない場所にも関らず錨泊船が多い錨地と認識している。 

・ 錨泊船が多い場合には別の錨地を利用するようにしている。触らぬ神にたたりな

し 

・ この頃 Y1 錨地に外国船が多くて小型の内航船が錨泊できにくくなっています。

Y1 で走錨する船舶のほとんどが外国船なので外国船の錨地を他の場所に確保し

内航船専用にしてもらいたいものです 

・ タグボートは他船の邪魔にならないよう、基本は大黒寄りに錨泊しています。 

・ 混雑を避ける為には、内航船はなるべく Y2 や YK1、YK2 錨地を使用するように促

すのが良いと思います 

・ 混雑時には Y1 にこだわらない 

・ 現状のままで良いと思う 

・ 横浜航路入航時間に応じて Y1 を選択 基本的には中ノ瀬にて錨泊を選択してい

ます 

・ ハーバータグの為、他船に影響を出さない様出来る限り岸壁沿いに投錨し船間確

保している 

・ 特段ないが、旧 Y2 錨地が無くなってから、タグボートが待機する錨地が Y1のみ

となっているのが現状なので、3000 トン以上の船舶は出来るならば横浜航路旧１，

２番ブイの陸地側には錨泊しないで頂きたい（そのような船が１隻いると、Y１錨

地で錨泊しずらい） 

錨泊船間距離の確保に関して、貴船の考え方や方針について教えて下さい。 
また、Y1 錨地に関する要望や自由意見等がある場合は、こちらに記載して下さ

い。 
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・ Y1 錨地内に存在する捨て描の回収をお願いしたい 

・ 伸出長と LOA の倍の距離は欲しいです 

・ 混雑中は使用しない 

・ 十分な船間距離が確保できないと判断した場合は他の錨地か基地に帰投するな

ど安全第一に運航することを徹底している 

・ 京浜港タグボートにおいて Y1 錨地は大変有用な錨地です。今後、安全に錨泊出来

る状況であれば錨泊出来るよう要望致します 

・ 風向の変化も考えて 200mの船間は確保し、全長が短いのでなるべく錨地端にアン

カーするようにしている 

・ 捨て錨は速やかに回収して欲しい 

・ 捨て錨、ワイヤー等ゴミが結構溜まっている様なので処理して欲しい 

・ 内航船が余り投錨しない岸寄りに投錨するようにしている 

・ タグは比較的短時間錨泊がメインなので他の内航船の邪魔にならない位置を意

識している 

・ 鶴見航路入航船舶は、Y2 へ分散した方がいいのでは？ 東京湾全域電波が悪いの

で Y1 に錨泊船が集まりやすい傾向にあると思います 

・ 錨泊船間距離は気象や錨地滞在時間で変わると思います 

・ 混雑時は代替え錨地を選択する 

・ 捨て錨が何カ所か存在する為その海域を避けると、どうしても船舶間距離が近く

なってしまう。可能なら撤去して欲しい 

    ＜500GT 以上＞4/66 

・ 特にありません 

・ 混雑時は、中ノ瀬で錨泊する事を考えています 

・ 隻数を決めてほしいです 

・ 最低 0.3 マイルを目安にしている 
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8.5.3  アンケート調査の分析 

(1)  京浜港錨地（横浜区・川崎区）の課題改善対策等の認知度 

（注）分析結果の【%】は個々の設問の回答数に占める割合 
 

対策 500GT 未満 500GT 以上 

Y1 錨地の混雑による錨泊分散化の協力要請 60.0% 23.6% 

K1 錨地の錨泊船種の見直し 

（危険物積載船が錨泊できるように見直し） 
20.0% 32.0% 

NR 錨地の錨泊目的の見直し 

（バンカリング目的等で錨泊できるように見直し） 
31.1% 12.7% 

(2) 京浜港錨地（横浜区・川崎区）の課題改善対策後の錨地利用船舶の対応 

対応 500GT 未満 500GT 以上 

錨泊分散化の協力要請を受け他の錨地も利用するよ

うになった。 
95.5% 

44 隻中 42 隻 

100.0% 

12 隻中 12 隻 

(K1 錨地錨泊船種見直し認知の船舶)  

K1 錨地を利用したことがある 

33.3% 

3 隻中 1 隻 

12.5% 

8 隻中 1 隻 

(K1 錨地錨泊船種見直しを認知していない船舶)  

今後、K1 錨地の利用を検討したい 

50% 

4 隻中 2 隻 

52.9% 

17 隻中 9 隻 

(NR 錨地錨泊目的見直しを認知) 

NR 錨地を利用したことがある 

11.8% 

17 隻中 2 隻 

12.5% 

8 隻中 1 隻 

(NR 錨地錨泊目的見直しを認知していない) 

今後、NR 錨地の利用を検討したい 

27.6% 

29 隻中 8 隻 

60.7% 

28 隻中 17 隻 

(3)  調査で確認した Y1 錨地の錨泊船間距離（平均値）に対する認識 

（注）Y1 錨地全錨泊船の平均船長 78.2m を自船の船長とした場合の平均錨泊船間距離 
355.2m に対する認識 （注）平均船長、平均船間距離は令和 5 年度の調査結果（26 回分） 

 認識 500GT 未満 500GT 以上 

十分な船間距離又は十分ではないが安全上支障ない 69.4% 69.3% 

十分な船間距離ではなく、錨泊するには不安がある 21.0% 30.8% 

その他 9.7% 0% 

 

－ 66 －



 

66 
 

8.5.3  アンケート調査の分析 

(1)  京浜港錨地（横浜区・川崎区）の課題改善対策等の認知度 

（注）分析結果の【%】は個々の設問の回答数に占める割合 
 

対策 500GT 未満 500GT 以上 

Y1 錨地の混雑による錨泊分散化の協力要請 60.0% 23.6% 

K1 錨地の錨泊船種の見直し 

（危険物積載船が錨泊できるように見直し） 
20.0% 32.0% 

NR 錨地の錨泊目的の見直し 

（バンカリング目的等で錨泊できるように見直し） 
31.1% 12.7% 

(2) 京浜港錨地（横浜区・川崎区）の課題改善対策後の錨地利用船舶の対応 

対応 500GT 未満 500GT 以上 

錨泊分散化の協力要請を受け他の錨地も利用するよ

うになった。 
95.5% 

44 隻中 42 隻 

100.0% 

12 隻中 12 隻 

(K1 錨地錨泊船種見直し認知の船舶)  

K1 錨地を利用したことがある 

33.3% 

3 隻中 1 隻 

12.5% 

8 隻中 1 隻 

(K1 錨地錨泊船種見直しを認知していない船舶)  

今後、K1 錨地の利用を検討したい 

50% 

4 隻中 2 隻 

52.9% 

17 隻中 9 隻 

(NR 錨地錨泊目的見直しを認知) 

NR 錨地を利用したことがある 

11.8% 

17 隻中 2 隻 

12.5% 

8 隻中 1 隻 

(NR 錨地錨泊目的見直しを認知していない) 

今後、NR 錨地の利用を検討したい 

27.6% 

29 隻中 8 隻 

60.7% 

28 隻中 17 隻 

(3)  調査で確認した Y1 錨地の錨泊船間距離（平均値）に対する認識 

（注）Y1 錨地全錨泊船の平均船長 78.2m を自船の船長とした場合の平均錨泊船間距離 
355.2m に対する認識 （注）平均船長、平均船間距離は令和 5 年度の調査結果（26 回分） 

 認識 500GT 未満 500GT 以上 

十分な船間距離又は十分ではないが安全上支障ない 69.4% 69.3% 

十分な船間距離ではなく、錨泊するには不安がある 21.0% 30.8% 

その他 9.7% 0% 

 

 

67 
 

(4)  自船を【L】とした場合に Y1 錨地に錨泊する際に、確保したい船間距離 

 確保したい船間距離 500GT 未満 500GT 以上 

平均距離 4.38L 4.46L 

最小距離 3L 未満（9.5%） 3L 未満（8.3%） 

最大距離 5L 以上（30.1%） 5L 以上（33.3%） 

(5)  Y1 錨地に錨泊する場合の錨鎖に関する調査 

錨鎖長 500GT 未満 500GT 以上 

保有錨鎖（平均） 6.8 節（170m） 9.0 節（225m） 

錨鎖伸出長（平均） 3.7 節（92.5m） 4.8 節（120m） 

(6)  船間距離が不十分な場合の対応 

対応 500GT 未満 500GT 以上 

取り止めた 91.9% 

62 隻中 57 隻 

100.0% 

13 隻中 13 隻 

Y1 錨地が混雑していた場合、ポートラジオへ通報し、空いている水域に関する情報

提供を受ける、錨泊船間距離が近い他の錨泊船と調整する、錨地の変更等の対応を

とっていた。 

(7)  錨泊船間距離の確保に関する考え方、自由意見等 

総トン数 500 トン未満の船舶の 33 隻、500 トン以上の 4 隻から回答が得られた。 
主な回答内容は次のとおり。 

回   答 
隻数 

（類似回答を含む。） 
特になし、問題なし 5 隻 
大型船は別錨地を利用して欲しい（3,000～10,000GT） 4 隻 
混雑時は別錨地を利用 7 隻 
タグボートは錨泊船に配慮して錨泊位置を調整 5 隻 
捨錨、ワイヤー等を撤去して欲しい 4 隻 
錨泊位置に関する考え方 8 隻 
その他 4 隻 

合   計 37 隻 
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(8) アンケート結果のまとめ 

① 錨泊分散化の協力要請、錨地運用の一部見直しの認知度 

Y1 錨地の混雑による錨泊分散化の協力要請、錨地の利便性向上に係る錨地運用の一部

見直し（K1、NR 錨地）により、Y1 錨地の混雑緩和、K1、NR 錨地の利用等、対策の効

果を確認することができたが、錨泊分散化の協力要請、錨地の利便性向上に係る錨地運

用の一部見直しの認知度が十分でないことが判明した。 

② 京浜港錨地（横浜区・川崎区）の課題改善対策後の錨地利用船舶の対応 

錨泊分散化の協力要請を受けて、Y1 錨地利用船舶の多くが Y1 錨地以外の錨地も利用

するようになるとともに、危険物積載船舶の K1 錨地の利用、バンカリング目的での NR
錨地の利用を確認することができた。また、アンケートを契機に錨地の利便性向上を認

識した多くの船舶から、今後 K1、NR 錨地の利用を検討したいという回答があった。 

③ Y1 錨地の錨泊船間距離 

令和 5 年度 6 ヶ月間の実態調査（現地調査）で確認した Y1 錨地の全錨泊船の平均錨

泊船間距離 355.2m について、全錨泊船の平均船長 78.2m を自船の船長と仮定した場合

の評価を調査したところ、約 7 割の船舶が安全上支障ないと回答した。 

また、自船の船長を【L】とした場合に、Y1 錨地錨泊時に確保したい船間距離を調査

したところ、総トン数 500 トン未満は【4.38L】、500 トン以上は【4.46L】であった。

1 年間の実態調査で判明した全錨泊船の平均船長 79.6m を【L】とした場合、平均錨泊

船間距離 354.4m は【4.45L】となるため、Y1 錨地錨泊時に確保したい船間距離と実際

の平均錨泊船間距離は、ほぼ同等の数値となった。 

④ Y1 錨地利用時の錨鎖伸出長 

Y1 錨地利用時の錨鎖伸出長について調査したところ、総トン数 500 トン未満は【3.7
節】（92.5m）、500 トン以上は【4.8 節】（120m）であった。Y1 錨地の平均水深を【23m】

とした場合の通常時の錨鎖伸出長は【159m】（水深×3＋90m）となるため、いずれも通

常時の錨鎖伸出長を下回る伸出長であった。 

⑤ 錨泊船間距離に関する考え方、自由意見 

錨泊船間距離に関する考え方や自由意見を調査したところ、総トン数 500 トン未満の

船舶 33 隻、500 トン以上の船舶 4 隻から回答があり、特に、500 トン未満の船舶から Y1
錨地の利用について幅広い意見が寄せられ、500 トン未満の船舶の Y1 錨地のニーズの

高さを改めて把握することができた。 
回答内容は多岐にわたるが、錨地に関する要望としては、大型船の錨泊場所に関するも

の、捨錨やワイヤーの撤去に関するものが各 4 件あったほか、タグボートが他の Y1 錨

地の錨泊船舶に配慮して陸岸寄りの水域を利用していること、混雑時は、安全のため他

の錨地や中ノ瀬を利用している船舶も多いことが確認できた。 
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京京浜浜港港錨錨地地（（横横浜浜区区・・川川崎崎区区））のの利利用用実実態態のの評評価価（（ままととめめ））  

  

9   京京浜浜港港錨錨地地（（横横浜浜区区・・川川崎崎区区））のの利利用用実実態態のの評評価価（（ままととめめ））  

9.1  京浜港錨地（横浜区・川崎区）の課題改善対策と利便性向上対策の評価 

9.1.1  Y1 錨地の利用実態と数値分析 
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（課題改善対策実施後）の Y1 錨地の混雑状況を比較、分析した結果、錨地指定申請件数

（NACCS）、錨泊船情報の錨泊船表示隻数、錨地混雑度、混雑時の錨地変更通報（港務通信）

の全てにおいて、混雑緩和を示す分析結果が得られた。 
NACCS の錨地指定に係る申請件数は、課題改善対策実施後は実施前と比較し、約 12.5%

減、錨泊船情報表示隻数は約 7%減、錨地混雑度は想定許容隻数の 1/2 に達した平均日数は約

13%減、2/3 に達した平均日数は約 19%減、混雑時の錨地変更通報（対港長）は約 70%減と

なった。一方、錨泊船の隻数に影響する一つの要因である入港隻数を確認したところ、京浜

港（横浜区・川崎区）の入港隻数は約 10%減であったため、NACCS の錨地指定申請件数、

錨地混雑度、混雑時の錨地変更通報（対港長）は、入港隻数の減少を上回る減少率となった。 
混雑緩和の要因としては、京浜港長による錨泊分散化の協力要請、Y1 錨地以外の錨地の利

便性向上に向けた錨地運用の見直し（K1、NR 錨地）などの課題改善対策に加えて、京浜港

（横浜区・川崎区）の入港隻数の減少等の様々な要因が影響していると考えられ、一つの要

因に特定することは困難であるものの、Y1 錨地の課題であった混雑状況については、一定程

度緩和したものと評価できる。 
なお、錨泊分散化の協力要請の認知度が総トン数 500 トン未満の船舶が 60.0%、500 トン

以上が 23.6%であったため、認知度が向上すれば、更なる混雑緩和に繋がると期待できる。 

9.1.2  Y2 錨地の利用実態と数値分析 

Y2 錨地については、課題改善対策前は、あまり利用されていない非混雑錨地であったが、

実態調査の結果、以前よりも利用されるようになったことが確認できた。NACCS の錨地指

定に係る申請件数は、約 28.5%増、錨泊船情報表示隻数は約 30%増、想定許容隻数の 1/2 に

達した平均日数は約 5 倍増、2/3 に達した平均日数は 0 から 0.5 日に増加した。 
しかしながら、Y1 錨地と比較すると依然として利用隻数は少なく、非混雑錨地であるこ

とに変わりはないため、京浜港錨地（横浜区・川崎区）の限られた錨地水域の有効利用に向

けて、引き続き、錨泊分散化の協力を要請していく必要がある。 

9.1.3  K1 錨地の利用実態と数値分析 

Y1 錨地の混雑緩和に向けて、K1 錨地に危険物積載タンカー以外の危険物積載船舶が錨泊

できるよう錨泊船種を見直した結果、課題改善対策後に、K1 錨地を利用した危険物積載船舶 
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は合計 74 隻（月平均 6.2 隻）であった。これらの船舶は、K1 錨地の錨泊船種の見直しがな

ければ Y1 又は Y2 錨地に錨泊せざるを得ず、その場合は Y1 錨地に錨泊する蓋然性が高いた

め、錨泊船種の見直しは Y1 錨地の混雑が緩和した要因の一つであると評価できる。 
また、K1 錨地の錨泊船種見直しの認知度が総トン数 500 トン未満の船舶は 20.0%、500

トン以上は 32.0%であり、アンケート調査を契機に錨泊船種の見直しを認識した 21 隻のう

ち半数以上の 11 隻（52.4%）が今後利用を検討したいと回答したため、K1 錨地の錨泊船種

見直しの認知度が上がれば、K1 錨地の利用が増えて、Y1 錨地の更なる混雑緩和に繋がると

期待できる。 

9.1.4  NR 錨地の利用実態と数値分析 

京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用者のニーズを踏まえ、NR 錨地にバンカリングを行な

う船舶が錨泊できるよう、NR 錨地の錨泊目的を見直した結果、課題改善対策後に、NR 錨地

を利用した船舶は合計 52 隻（月平均 4.3 隻）であり、対策前の 29 隻（月平均 2.4 隻）の約

1.8 倍となり、非混雑錨地であった NR 錨地の利用促進が図られた。特に、52 隻の錨泊船舶

のうち 34 隻（65.4%）がバンカリング目的であり、バンカリング目的の錨泊ニーズの高さを

改めて確認することができた。 
利用隻数が増えたとはいえ、現状においても依然として非混雑錨地であることに変わりは

ないが、NR 錨地の錨泊目的見直しの認知度が総トン数 500 トン未満の船舶が 31.1%、500
トン以上が 2.7%であったこと、更に、アンケート調査を契機に錨泊目的の見直しを認識した

57 隻のうち 25 隻（43.9%）が今後利用を検討したいと回答していることを考慮すると、NR
錨地の錨泊目的見直しの認知度が上がれば、NR 錨地の更なる有効活用に繋がるものと期待

できる。 

9.1.5  課題改善対策と利便性向上対策の評価（まとめ） 

1 年間にわたる実態調査の結果、課題改善対策と利便性向上対策により、Y1 錨地の混雑

が一定程度緩和したことを確認できたことから、令和 3、4 年度の「京浜港（横浜区・川崎区）

における錨地管理のあり方検討会」で取りまとめた課題改善対策と利便性向上対策について

は、一定の効果があったものと評価できる。 
Y1 錨地の混雑緩和、錨泊船間距離の状況、錨地混雑時の港長に対する錨地変更通報（港務

通信）の大幅な減少を考慮すると、現時点において、早急な対応が必要となる Y1 錨地に関す

る喫緊の課題はないものと考えるが、他の錨地と比較した場合、Y1 錨地が混雑傾向にあるこ

とに変わりはないため、錨地利用関係者、港長、港湾管理者及び関係官公庁等が連携し、引

き続き Y1 錨地の利用実態に留意する必要がある。 
なお、今年度実施したアンケート調査において、課題改善対策と利便性向上対策に係る認知

度が十分でないという状況が判明したため、錨地利用関係者に対する再周知等の取り組みを

行う必要があると考える。  

－ 70 －



 

70 
 

は合計 74 隻（月平均 6.2 隻）であった。これらの船舶は、K1 錨地の錨泊船種の見直しがな

ければ Y1 又は Y2 錨地に錨泊せざるを得ず、その場合は Y1 錨地に錨泊する蓋然性が高いた

め、錨泊船種の見直しは Y1 錨地の混雑が緩和した要因の一つであると評価できる。 
また、K1 錨地の錨泊船種見直しの認知度が総トン数 500 トン未満の船舶は 20.0%、500

トン以上は 32.0%であり、アンケート調査を契機に錨泊船種の見直しを認識した 21 隻のう

ち半数以上の 11 隻（52.4%）が今後利用を検討したいと回答したため、K1 錨地の錨泊船種

見直しの認知度が上がれば、K1 錨地の利用が増えて、Y1 錨地の更なる混雑緩和に繋がると

期待できる。 

9.1.4  NR 錨地の利用実態と数値分析 

京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用者のニーズを踏まえ、NR 錨地にバンカリングを行な

う船舶が錨泊できるよう、NR 錨地の錨泊目的を見直した結果、課題改善対策後に、NR 錨地

を利用した船舶は合計 52 隻（月平均 4.3 隻）であり、対策前の 29 隻（月平均 2.4 隻）の約

1.8 倍となり、非混雑錨地であった NR 錨地の利用促進が図られた。特に、52 隻の錨泊船舶

のうち 34 隻（65.4%）がバンカリング目的であり、バンカリング目的の錨泊ニーズの高さを

改めて確認することができた。 
利用隻数が増えたとはいえ、現状においても依然として非混雑錨地であることに変わりは

ないが、NR 錨地の錨泊目的見直しの認知度が総トン数 500 トン未満の船舶が 31.1%、500
トン以上が 2.7%であったこと、更に、アンケート調査を契機に錨泊目的の見直しを認識した

57 隻のうち 25 隻（43.9%）が今後利用を検討したいと回答していることを考慮すると、NR
錨地の錨泊目的見直しの認知度が上がれば、NR 錨地の更なる有効活用に繋がるものと期待

できる。 

9.1.5  課題改善対策と利便性向上対策の評価（まとめ） 

1 年間にわたる実態調査の結果、課題改善対策と利便性向上対策により、Y1 錨地の混雑

が一定程度緩和したことを確認できたことから、令和 3、4 年度の「京浜港（横浜区・川崎区）

における錨地管理のあり方検討会」で取りまとめた課題改善対策と利便性向上対策について

は、一定の効果があったものと評価できる。 
Y1 錨地の混雑緩和、錨泊船間距離の状況、錨地混雑時の港長に対する錨地変更通報（港務

通信）の大幅な減少を考慮すると、現時点において、早急な対応が必要となる Y1 錨地に関す

る喫緊の課題はないものと考えるが、他の錨地と比較した場合、Y1 錨地が混雑傾向にあるこ

とに変わりはないため、錨地利用関係者、港長、港湾管理者及び関係官公庁等が連携し、引

き続き Y1 錨地の利用実態に留意する必要がある。 
なお、今年度実施したアンケート調査において、課題改善対策と利便性向上対策に係る認知

度が十分でないという状況が判明したため、錨地利用関係者に対する再周知等の取り組みを

行う必要があると考える。  

 

71 
 

9.2  錨泊船間距離の評価 

9.2.1  実態調査で確認した全錨泊船の平均錨泊船間距離 

実態調査（現地調査）で確認した Y1 錨地の全錨泊船の平均錨泊船間距離は 354.4m であ

り、全錨泊船の平均船長 79.6m を【L】とすると【4.45L】となった。 
なお、同じ錨泊船間距離であっても、船舶の大きさ等により、他の錨泊船と距離感覚の認

識が異なるため、自船の船長を L とした相対錨泊船間距離の頻度分布を確認したところ、総

トン数 500 トン未満の船舶は、3.9L 以下が全体の約 2.2%、4.9L 以下が約 6.9%、500 トン以

上は 3.9L 以下が約 10.3%、4.9L 以下が約 19.4%に分布しており、小型船と比較して、大型

船は相対錨泊船間距離が少ないという分析結果となった。 

9.2.2  Y1 錨地の利用船舶が Y1 錨地錨泊時に確保したい錨泊船間距離 

Y1 錨地を利用する際に、自船を【L】とした場合の確保したい錨泊船間距離をアンケート

で調査したところ、総トン数 500 トン未満の船舶は【4.38L】、500 トン以上は【4.46L】と

いう回答であった。全錨泊船の平均錨泊船間距離 354.4m は全錨泊船の平均船長 79.6m を L  
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者が適切に連携していることが確認できた。 
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9.3  錨地水域の利用状況の評価 

実態調査で確認した錨泊船の位置（AIS アンテナ位置）を重畳させ、錨泊船の錨地水域の利

用状況を分析したところ、小型船は水深が浅い水域、大型船は水深が深い水域を主に利用する

傾向が見られた。また、鶴見航路の延長線と接する水域とこれまでに捨錨が確認されている水

域でやや利用頻度が少ない状況が見られたが、Y1 錨地の錨地水域のほぼ全域が利用されている

ことを確認した。 

9.4  錨泊船情報の評価 

実態調査において、目視で確認した錨泊船の状況と第三管区海上保安本部東京湾海上交通

センターが提供する錨泊船情報に表示された錨泊船の状況を比較、分析した結果、一定の誤差

はあるものの、錨地における錨泊状況（概況）を概ね把握することができることから、錨泊前

に錨泊船情報を確認し、予定錨地が混雑している場合の錨地変更等、Y1 錨地に錨泊する際の参

考情報として活用することは可能である。 

9.5  京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用実態の評価を踏まえ対応すべき事項 

9.5.1  課題改善対策と利便性向上対策の再周知 

アンケート調査において、課題改善対策と利便性向上対策の認知度が十分でないことが判

明したため、再周知により認知度を向上させ、対策の効果を更に高める必要がある。 
再周知にあたっては、令和 5 年度に課題改善対策と利便性向上対策の周知資料として作成

した「京浜港（横浜区・川崎区）の錨地」を更新したうえで、次の(1)、(2)のとおり対応する。 

(1)  周知対象（京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用関係者を想定） 

 周知対象は、原則として次のとおりとする。 
・ 船舶運航事業者 

・ 船舶代理店 

・ 船舶乗組員 

・ その他船舶の運航に関係のある事業者（燃料事業者等） 

(2)  周知方法 

事務局は、再周知に使用する更新後の周知資料「京浜港（横浜区・川崎区）錨地」の

電子データを本検討会構成員（オブザーバーを含む。）の全てに提供するとともに、同

資料の配布用リーフレット（A2 判）を作成する。 
周知資料の内容は、図 9.5.1～図 9.5.7（74 ページ～80 ページ）のとおりとし、事務

局は検討会構成員に配布用リーフレット（必要数）を配付する。 
検討会構成員は、周知資料の電子データ及び配布用リーフレットを活用して周知に協

力するものとする。 
なお、周知方法、周知先の詳細は、各構成員所定とする。 
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9.5.2  「京浜港錨地（横浜区・川崎区）」の錨地混雑度の見直し 

令和 3 年度「京浜港（横浜区・川崎区）における錨地管理のあり方検討会」において、表

9.5.2(1)のとおり、京浜港錨地（横浜区・川崎区）の混雑度を定義したが、同検討会では錨地

指定申請件数（NACCS）を対象に混雑度を定義したため、錨地指定の申請が必要ない総トン

数 500 トン未満の船舶の錨地利用は考慮されていない。今回の実態調査で、Y1、Y2 錨地の

総トン数 500 トン未満の船舶の利用実態が明らかとなったため、こられの船舶を含めた錨地

の混雑度を見直した結果を表 9.5.2(2)に示す。 
Y1 錨地は、実態調査の結果、錨地指定の申請が必要のない総トン数 500 トン未満の船舶

（危険物積載船舶を除く。）が、錨地指定申請船よりも多く利用していることが判明し、混

雑度を D（錨地水面にやや余裕がある）から B（やや混雑している）に見直すこととし、TK
錨地についても、錨泊目的、錨地名の見直しがあったため、NR 錨地に変更する。 

 

【参考】京浜港錨地（横浜区・川崎区）の錨地管理に向けた今後の検討について 

令和 3 年度以降、京浜港錨地（横浜区・川崎区）の錨地管理に資する検討を様々な観点か

ら行ってきたが、令和 5 年 10 月から 1 年間を通じて実施した錨地利用実態調査の結果、Y1
錨地の混雑状況に関しては、令和 5 年度に講じた錨地の課題改善対策及び利便性向上対策に

よって、一定程度緩和したことが確認できた。 
しかしながら、京浜港錨地（横浜区・川崎区）は利用者のニーズが高く、多くの船舶が利

用するため、錨地の利用実態の把握、課題改善と利便性向上に向けた検討については、今後

も継続して取り組む必要がある。 
錨地の検討課題は、国内外の経済情勢や海上物流、海運業界の情勢等の影響により、時々

刻々と変化すると思われるが、今後、必要に応じて、錨地に関する検討を行うこととしたい。 
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周周知知資資料料のの内内容容（（日日本本語語版版））（（表表 11））  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

図 9.5.1 日本語版（表 1）  
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周周知知資資料料のの内内容容（（日日本本語語版版））（（表表 11））  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

図 9.5.1 日本語版（表 1）  
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周周知知資資料料のの内内容容（（日日本本語語版版））（（表表 22））  
 

 
 

図 9.5.2 日本語版（表 2）  

図 9.5.2 日本語版（表 2） 
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資資料料のの内内容容（（日日本本語語版版））（（裏裏）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 9.5.3 日本語版（裏） 
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資資料料のの内内容容（（日日本本語語版版））（（裏裏）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 9.5.3 日本語版（裏） 
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周周知知資資料料のの内内容容（（英英語語版版））（（表表 11）） 
 
 
  

図 9.5.4 英語版（表 1） 
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周周知知資資料料のの内内容容（（英英語語版版））（（表表 22））  
  
  
  

図 9.5.5 英語版（表 2）  
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周周知知資資料料のの内内容容（（英英語語版版））（（表表 22））  
  
  
  

図 9.5.5 英語版（表 2）  
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周周知知資資料料のの内内容容（（英英語語版版））（（裏裏 11）） 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  9.5.6 英語版（裏 1） 
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周周知知資資料料のの内内容容（（英英語語版版））（（裏裏 22）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図  9.5.7 英語版（裏 2） 
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周周知知資資料料のの内内容容（（英英語語版版））（（裏裏 22）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図  9.5.7 英語版（裏 2） 
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表 9.5.2(1)  令和 3 年度に定義した京浜港錨地（横浜区・川崎区）の混雑度 

 
混雑度 利用状況 錨地 

A 混雑している 
ほぼ毎日利用されている。 
想定許容隻数の錨地利用が頻繁にある。 

－ 

B 
やや 

混雑している 
ほぼ毎日利用されている。 
想定許容隻数の半分ほどの錨地利用がある。 

大) KL、YL3 

C 
錨地水面に 

やや余裕がある 
月の半分ほど利用されている。 
想定許容隻数の半分ほどの錨地利用がある。 

大) YL4、YL5 

D 
錨地水面に 

やや余裕がある 

ほぼ毎日利用されている。 
想定許容隻数の利用はなく、または稀である。 
同時利用隻数が少ない。 

小) K1、K2、YY11 
危) N3、KK1、YK1 

E 
錨地水面に 
余裕がある 

月の半分ほど利用されている。 
想定許容隻数の利用はなく、または稀である。 
同時利用隻数が少ない。 

小) N1、Y2 

F 
錨地水面に非常 
に余裕がある 

頻繁に利用されない、または利用実績がない。  

大) YL1 小) N2 
危予) KK2、YK2、YK3 
沖) ON、N4 複複))  TTKK 

 
 

表 9.5.2(2) 京浜港錨地（横浜区・川崎区）の混雑度（実態調査の結果を踏まえ見直し） 

混雑度 利用状況 錨地 

A 混雑している 
ほぼ毎日利用されている。 
想定許容隻数の錨地利用が頻繁にある。 

－ 

B 
やや 

混雑している 
ほぼ毎日利用されている。 
想定許容隻数の半分ほどの錨地利用がある。 

大) KL、YL3 
小）YY11  

C 
錨地水面に 

やや余裕がある 
月の半分ほど利用されている。 
想定許容隻数の半分ほどの錨地利用がある。 

大) YL4、YL5 

D 
錨地水面に 

やや余裕がある 

ほぼ毎日利用されている。 
想定許容隻数の利用はなく、または稀である。 
同時利用隻数が少ない。 

小) K1、K2 
危) N3、KK1、YK1 

E 
錨地水面に 
余裕がある 

月の半分ほど利用されている。 
想定許容隻数の利用はなく、または稀である。 
同時利用隻数が少ない。 

小) N1、Y2 

F 
錨地水面に非常 
に余裕がある 

頻繁に利用されない、または利用実績がない。  
小) N2 
沖) ON、N4 複複))  NNRR 

（注）予備錨地（KK2・YK2・YK3）及び VLCC 等の優先錨地 YL1 を除く。 
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議議事事概概要要  

10  議事概要 

10.1 令和 5 年度検討会 

10.1.1  開催日時・場所 

日時：令和 5 年 7 月 13 日 14：00～15：00 
場所：東京都港区浜松町 2-28-14 浜松町 TS ビル 

ビジョンセンター浜松町 4 階会議室 

10.1.2  出席者等（順不動敬称略） 

委員  
長澤明、田丸人意、多田宏高、長田泰英、櫻井薫、宮坂真人（代理 齋藤重信）、井

上嘉則、足立和也、髙宮成昭、渡辺宏治、土肥康保、大野新司、葉梨昭典 
  関係官公庁 

         永田実、鈴木健一郎（代理 三枝郁夫）、原田卓三（代理 滝口和美）、髙田喜寛、 
御澤兼三、小倉修一、藤田望、宮本長宣 

     オブザーバー 
加藤義和 

事務局 
秋本茂雄、大根潔、川口修、神達孝一、安田克、坂口皓一 

10.1.3  議題 

令和 5 年度京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用実態の評価に関する検討会 

(1) 議題 1 事業計画（案） 

(2) 議題 2 錨地利用実態の評価について 

(3) 議題 3 錨地利用実態調査の実施について 

＝＝＝＝＝＝開会（14:00）＝＝＝＝＝＝ 

10.1.4  議事概要 

(1) 挨拶 

      本検討会の開催に当たり、事務局を代表して東京湾海難防止協会秋本理事長が挨拶を 
行った。 

(2) 出席者の紹介 

出席者名簿をもって出席者の紹介とし、1 名の欠席者と 4 名の代理出席がある旨を周 
知した。 
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行った。 

(2) 出席者の紹介 

出席者名簿をもって出席者の紹介とし、1 名の欠席者と 4 名の代理出席がある旨を周 
知した。 
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(3)   委員長の選任 

事務局から委員長として海上保安大学校名誉教授長澤委員に、副委員長として東京海 
洋大学学術研究院教授の田丸委員に勤めて頂きたいとの提案がなされ、出席者の全委員 
の賛同が得られ、選任された。 

(4)  議事の進行 

配付資料の確認を行ったうえで、委員長に選任された長澤委員に、事務局から議事進 
行を要請した。 

【長澤委員長】 
長澤でございます。東京湾の事情等々につきましては、詳しい方がたくさんおられま 

すのに、僣越ではございますが、ご指名ですので進行役を務めさせていただきます。 

今、事務局、理事長のご挨拶にもございましたように、これまで2か年間、京浜港（川 

崎区・横浜区）の錨地の利用状況について、いろいろ検討をしてまいりました。 

その結果、Y1錨地につきましては、指定船と錨地の指定を受けない500トン未満の船 

舶が混在して利用状況が高いということもございまして、その実態を、もう少しデータ 

をためて、いろいろとこれからの検討に資する資料を得たいということのようでござい 

ます。ただ、自由な船舶とそうでない船舶が混在しておりますので、どこまで管理でき 

るのか、難しいところも当然ございまして、そういった意味では、事務局もいろいろな 

データを集めながら、また知恵も出しながらということのようでございます。そういっ 

た意味では、詳しい皆様方のご意見を是非賜って、いろいろとヒントをいただければと 

思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、議事を進めたいと思います。お手元の議事次第に従って、順次説明を伺い、 

また、ご意見等を頂戴していきたいと思います。 

先ずは、議題1「事業計画（案）」について説明をお願いします。 

【事務局（川口）】 
（議題1の資料に沿って説明） 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。 

今、議題1の資料に基づいて説明をいただきました。調査の進め方等について、何か質 

問なりご意見等がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

1点確認なのですが、冒頭、ご挨拶にもございましたが、Y1錨地を主体に、利用状況を 

調べてデータをためるということも大きな目的として実施されるようですが、そういっ 

た意味で、検討会が今年度につきましては本日の1回のみ、年度末には中間報告的にその 

データをまとめるということですけれども、例えば4ページのスケジュールの一番下の欄 

にございます「調査結果中間取りまとめ、評価」、ここのところの具体的なイメージは、 

どういったメンバーで、どういう形で評価をされるのか、もし見えている部分がありま 

したら、もう少し補足していただければなと思いますが、いかがですか。 

 

－ 83 －



 

84 
 

【事務局（川口）】 
今のご質問の件ですが、まず中間的な取りまとめの内容については議題3のところでご 

説明しますが、今回の調査は、1週間に1回、月曜日に、要は錨泊船舶が一番多く錨泊し 

ているであろう月曜日の早朝に、調査を行うこととしております。 

従いまして、1年間全部で52回月曜日があるんですが、今年の10月から来年の3月末ま 

で、月曜日26回の調査がございます。これについて、議題3のほうで取りまとめる結果の 

様式に従って、まずはデータを蓄積していくということでございます。 

議題3の別添資料に、調査のデータ、分析の様式を作っていますので、それに基づいて、 

結果の蓄積、評価を進めていくことになろうかと思います。 

今年度につきましては、あくまでも中間の報告ですので、事務局の中で検討して、中間 

報告という形で3月までのデータを、恐らく4月ぐらいにはお届けできるのかなと思って 

おります。 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。そういった心づもりでいるということのようでございます。 

あと、恐らく単年度・単年度で計画を立てておられますので、中間報告と取りまとめ 

と書いておられますけれども、また次年度については、多分、その結果を踏まえて、で 

きればこういった検討会も立ち上げる予定だろうと思いますので、引き続きということ 

でご了解をいただければと思います。 

ほかに何かご質問等はよろしゅうございますか。 

ありがとうございました。それでは、どういったところを評価をしながらデータをた 

めていくのかということですが、議題2「錨地利用実態の評価について」に資料が用意さ 

れています。この説明をお願いいたします。 

【事務局（川口）】 
それでは、議題2の資料をこれから説明させていただきます。 

     （議題2の資料に沿って説明） 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。どういった点に着目し、どういう項目を調査していくのか 

ということを主体に説明をいただきました。 

何かお気づきの点、ご質問等がありましたらお願いします。 

なかなか難しい、調査そのものを言うのは簡単だけれども、どうやって調べるのかと 

いうふうなことになるのかもしれませんが、例えば1点、2.2.3項目でY1錨地における錨 

泊船間距離。混み具合、隻数もさることながら、どういった船舶間距離をもって錨泊し 

ているのかという、AISデータの位置情報で、これは既にこれまでの検討会でも整理をし 

ていただいているところですが、要は、こういった錨泊船間の距離を評価しようとした 

ときに、実態的にこうだったという数字と、それから操船者の方々が「いや、これは近 

かったんだよな」とか「いや、十分ですよ」とか、その辺の評価がないと先々に使える 

かというか、「皆さん、これぐらいでいいとおっしゃっていますよ」というのかどうか 

というところが、見えないままに終わるともったいないなと。かといって、どうやって 
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それをヒアリングするのか。後の議題3のほうで、どう調査するかというのは説明いただ 

きますが、その調査する方に、「ちょっと近いな。VHFで船名は分かるし、聞いてみる 

か。」ということが可能なのかどうか。そういったことも含めて、何かヒアリングで補 

足情報を得ることは可能でしょうか。 

【事務局（川口）】 
今回の調査の実施時刻は、月曜日の早朝の午前6時に設定しております。要は抜錨前で 

す。たくさんの錨泊船がいる状況下で、抜錨前後の時間を設定していますので、恐らく 

その時間帯は、通信が輻輳して、なかなか落ち着いてヒアリングすることはできないと 

思料します。ただ、この時間を外してそれは可能かどうか、あとは、例えば別のやり方、 

アンケートとか、それで実際の状況がどうだったのか、そういった調査ができるかどう 

かについて、これから事務局のほうで検討を行いたいと思います。 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。 

何かほかにございますか。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口）委員】 
関東地方整備局の滝口です。 

次の議題なのかもしれませんが、教えてほしいのですけれども、令和元年にY2錨地に 

停泊していたパナマ船籍の「BUNGO PRINCESS」という船が、台風15号で流れて、南 

本牧のはま道路を直撃して大破したという災害が起きたんです。当時、Y2錨地のパナマ 

船、1万トンの貨物船なのですけれども。 

今回はこのY1錨地に、災害時とかそういったものは特に考えていなくて、あくまで船 

舶の距離とか、そういった検討を考えているんですか。以前のY2錨地がなくなって、そ 

こに横浜港の事業の新本牧を今、造っているのですけれども、Y1錨地と新本牧はすごく 

近くて、航路を挟んで向かい側なんです。今、利用実態は、これはあくまで、災害とか 

そういったものを何も考慮していなくて停泊するというふうな意味合いの調査というふ 

うに思っていたのですけれども、災害時の検討というのはどのようなことをされている 

か、もし分かれば教えていただきたい。 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。 

事務局、いかがですか。 

【事務局（川口）】 
今回の検討会の検討の対象としましては、平常時における錨地管理というのが一番の 

主眼ですので、災害時の事例とかそういった検討は、今回の検討会では対象としていま 

せん。ただし、東海防では、そういったことも非常に興味があるというか、今後やはり 

検討していかないとならない事例だなという認識をしていますので、どのようなタイミ 

ングでそういった検討をするのか、まだこの場ではお話しできませんけれども、今後、 

考えてみたいと思います。 

ただ、令和3年度の錨地管理のあり方を調べる際の一番最初の基礎的データとして、海 
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難の発生状況等は調べていますので、これについては、基礎調査の結果として、令和3年 
度の検討会の報告書のほうには掲載しております。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口）】 
ありがとうございました。 

今はまだ結論には至っていないのですけれども、パナマ船が言うには、Y2錨地は当時、 

普通における場所となっていましたので、航跡図を見ると、最初、流れていって、途中 

で戻ったんですけれども、その段階ではもう目の前にはま道路があったので、もう制御 

不能になって、はま道路から横浜市さんの岸壁とかを全て壊して、直轄災で三十何億か 

けて復旧したんです。同じように今度、Y1錨地が、そういった場合に停泊するとなる 

と、また新本牧とか向かい側の大黒ふ頭とか、そういった施設が壊れる可能性が起きな 

ければいいなというのが一番の考えではあるんですけれども、今後、そういったことも 

踏まえて検討のほうをお願いしたいと思っております。 

【事務局（川口）】 
ただいまのご指摘、ご意見に関しては、確かにY1錨地でもそういった事故が発生する 

蓋然性はあると思います。ただ、関西空港の連絡橋に船舶が走錨してぶつかって壊れた 

という事故が発生してから、それを踏まえて法律の海上交通安全法とか港則法が改正さ 

れて、台風来襲時の安全対策の強化が図られているところですので、まずはその状況を、 

しばらく経過を見るというのは必要かもしれません。いずれにせよ、そういった認識は 

あるということで、事務局のほうとしても色々と検討はしていきたいと思っています。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口）】 
よろしくお願いします。 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。 

ほかには何かご指摘ございますか。 

【川崎海上保安署長（藤田）】 
川崎海上保安署、藤田と申します。 

今回の錨地利用実態の評価につきましては、令和3・4年度の検討会において、一部見 

直しがなされました錨地運用、これに係る評価であるというところでありますところ、 

2点ありますけれども、一つは、Y1錨地の混雑緩和に向けてK1錨地の利便性を向上させ 

ておりますので、K1錨地における危険物積載船の錨泊利用状況がどうなったのかという 

点、これも評価の対象となり得るのではないかというのが1点。 

もう1点が、錨地指定を必要としない船舶、これに対し協力要請をかけたということで 

あれば、その協力要請に応じて、隻数の増減というのは実態調査などで見てとれるとは 

思うんですが、では、協力要請を受けてどこに行ったのかというところまでも、せっか 

くであればフォローした上で評価する。 

この2点、まだ評価するポイントがあるのではないかなと感じるところでございます 

けれども、その点についていかがかということを確認したくよろしくお願いいたします。 
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【長澤委員長】 
ありがとうございました。片側だけ調べても駄目で、その反対側も調べないのかとい 

うことのようでございます。 

いかがですか。 

【事務局（川口）】 
今のご指摘ですけれども、まずは令和5年度と令和6年度の検討会の検討対象としては、 

まずはY1錨地、それとY2錨地の利用実態調査、これを一、二年かけて実施すること。 
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くお願いをいたします。 
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ありがとうございました。 

ほかにはご指摘いただくようなことはございませんでしょうか。 

ありがとうございます。資料がもう一点、議題3ということで、添付物、別添も含めて 

二つの綴じ物になっていますが、これも、今出た調査の方法を具体的にどうやってやる 

のかということに触れてございますので、関連しようかと思います。この説明を伺った 
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後で、また全体を通じて、何かお気づきの点があればお願いをしたいと思います。 

事務局、引き続きになりますけれども、よろしくお願いをいたします。 

【事務局（川口）】 
（議題3の資料、議題3（別添）に沿って説明） 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。議題3に関わる資料、2部ございますけれども、続けて説明 

をお願いいたしました。 
何かご質問等があれば頂戴したいのですが、何かございますでしょうか。 

【船長協会 長田委員】 
船長協会、長田です。 

2.2.5の「その他の調査内容」の「錨地水域の利用状況」、特に今回はグロストンごと 

に大体3パターンぐらいに分けて利用状況を検討というか検証するというお話だったん 
ですけれども、令和3年度、4年度のあり方検討会の際にも当協会のほうから、錨地の考 
え方について指摘させていただいた点が、我々が船乗りとして錨泊する際に非常に重要 

としているものが、水深と本船の喫水と保有錨鎖の長さです。当然、総トン数が大きけ 

れば錨鎖は長くなるし、喫水は深くなるし、それに応じて水深があれば、それに応じた 

錨地が広がってきて、結局、このイメージ図のような形になるんだとは思うんですけれ 

ども、実際に大型船であっても、結構陸に近いところに錨泊しているケースが散見され 

ますので、このあたりは恐らく、そのときの喫水の状態が軽かったのかなと勝手に想像 

ができます。 

同じように、小型船に関しては基本的に、岸方にずっと集中するのは、恐らく本船の 

持っている錨鎖がそんなに長くないので、あまり深いところでは対応できないのかと。 

その結果、こういうような形になるんだと思うんですけれども、だと思うではなくて、 

実際にそれら(水深/喫水/保有錨鎖長)のデータもここに入れていただければ、より理解 

が深まるのではないかと提案させていただきます。以上です。 
【長澤委員長】 

ありがとうございました。 

事務局、何かコメントございますか。 

【事務局（川口）】 
このイメージ図には、喫水というか水深が入っていないんですけれども、実際に10月 

から行う調査の図には、水深は入れたいと思います。何mを記載するかは、まだ決めて 

いないんですけれども、ポイントとなる水深を入れさせていただきます。それで、イメ 

ージとしては2ページの錨泊状況図のイメージを考えております。水深以外のデータにつ 

いても検討してみます。 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。 

ほかに何かございますでしょうか。 

これはもう全くの興味本位で、本題から外れるかもしれませんが、議題3の別添で、ど
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ういった成果が期待できるか、マーチスさんのレーダー映像等々と比較していただい 

ているのがございまして、1ページと2ページ、これが10月某日6時ということで、ちょっ 

と図面の向きが異なりますけれども、少し赤い点々で囲まれたY1錨地の領域を同じ方向 

にして見ていただきますと、1ページの緑で書かれた、いわゆる500トン未満、一つは190 
トン、もう一つは243トン、どちらも500トン未満、その2隻、これが2ページのレーダー 

映像、マーチスでは映っていないと。こんなに映らないものかなという気がしないでも 

ないんですが、何かフィルターにかけているといったことは、東京湾海上交通センター 

さん、あるのでしょうか。 

【東京湾海上交通センター所長（宮本）】 
東京湾海上交通センター、宮本でございます。 

フィルターをかけているところはございます。レーダーのエコーなものですから、入 

力レベル・時間幅を検出するスレッシュホルドレベルの設定はあります。そもそも東京 

湾海上交通センターが出しております錨泊船情報図ですけれども、個別具体の平時の錨 

地の運用の実態を調べるものではなくて、台風なんかを想定しております海上荒天時に 

船舶が避泊する際に、どこの錨地が一番空いているかとか、どこが混み合っているかと 

か、そういったものをお知らせするための情報なものですから、今回検出しなかったと 

ころまでは必要ないだろうという条件のもとで、提供しているのが現状でございます。 

以上です。 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。急に振るようなことになりまして、申し訳ございません。 

何かほかにお気づきの点等はございますでしょうか。 

【事務局（川口）】 
一つよろしいでしょうか。 

【長澤委員長】 
事務局どうぞ。 

【事務局（川口）】 
ちょっと補足させていただきますと、ただいま委員長のほうからご指摘があった、緑 

で囲まれた500トン未満の船についてですが、この緑で囲まれた船というのが、いずれも 
実はタグボートです。そのほかの500トン未満の船舶については、全て錨泊船情報に映っ 
ておりました。この緑で囲まれたのがタグボートの2隻だったのですが、この2隻につい 
ては映っていないという状況です。あと、昨年度の錨地利用実態調査は4日間でしたが、 
その4日間とも、タグボートについては映っていないという状況でございました。 
以上です。 

【長澤委員長】 
ありがとうございました。 

それでは、特になければ、説明いただいた内容で、補足的に当たれるものなら当たっ 

ていただきたい調査内容も少し指摘がありましたが、大変な作業かもしれませんが、よ 

ろしくお願いをしたいと思います。 
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一応、今日用意していただいた資料は以上かなと思いますが、ほかになければ、事務 

局に進行、マイクをお返ししたいと思います。 

【事務局（川口）】 
（事務局から今後の予定及び方針について説明後） 

本日は長時間にわたりご検討をいただきまして、また、貴重なご意見ご提言をいただ 
きまして、誠にありがとうございました。事務局といたしまして、改めて御礼を申し上げ 
ます。 

本日、ご検討いただきました錨地の利用実態調査につきましては、10月からスタート 
することになりますが、やはり京浜港錨地の実態を評価する際の非常に重要なプロセス 
でございますので、事務局としてもしっかりと準備して対応してまいりたいと思います。 
また、本日いただいた点を踏まえて、更に検討を行い、必要な見直しなどの対応をしてい 
きたいと思っております。 
それでは、これをもちまして、「令和5年度京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用実態 

の評価に関する検討会」を閉会させていただきます。本日は、長時間にわたり大変お疲さ 
までした。 

＝＝＝＝閉 会 （15:00）＝＝＝＝ 
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10.2 令和 6 年度第 1 回検討会 

10.2.1  開催日時等 

日時：令和 6 年 6 月 6 日 14：00～15：25 
場所：東京都港区浜松町 2-28-14 浜松町 TS ビル 

ビジョンセンター浜松町 4 階会議室 

10.2.2 出席者等（順不動敬称略） 

委員  
長澤明、田丸人意、多田宏高、滝浦文隆、櫻井薫、宮坂真人、井上嘉則、足立和也、

髙宮成昭、村瀬千里、渡辺宏治、永廣学、千葉弘毅 
  関係官公庁 

永田実、安藤毅（代理 後藤弘樹）、内藤孝（代理 滝口和美）、大嶋孝友、稲葉健人、 
松川勝紀、中園智之、池田紀道 

      オブザーバー 
加藤義和 

事務局 
秋本茂雄、大根潔（ウェブ）、川口修、神達孝一、安田克、坂口晧一 

10.2.3  議題 

令和 6 年度京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用実態の評価に関する検討会 

(1) 議題 1 事業計画（案） 

(2) 議題 2 錨地利用実態調査 中間結果 

(3)    議題 3 アンケート調査の実施について 

その他の資料 
 資料 1  京浜港錨地（横浜区・川崎区）に関するこれまでの検討経過 
 資料 2 評価すべき対策と実態調査の概要 
 資料 3 現地調査 とりまとめ様式（抜粋） Y1 錨地 
 資料 4 設問内容及びアンケートイメージ 
 資料 5 京浜港（横浜区・川崎区）錨地＜令和 5 年 4 月一部改正＞（京浜港長）  
 

＝＝＝＝＝＝開会（14:00）＝＝＝＝＝＝ 

10.2.4  議事概要 

(1) 挨拶 

本検討会の開催に当たり、事務局を代表して東京湾海難防止協会秋本理事長が挨拶を
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行った。 

(2) 出席者の紹介 

出席者名簿をもって出席者の紹介とし、1 名の欠席者と 2 名の代理出席がある旨と、当

協会専務理事が急遽ウェブ参加となった旨の周知を行った。 

(3) 委員長の選任 

                事務局から委員長として海上保安大学校名誉教授長澤委員に、副委員長として東京海洋

大学学術研究院教授の田丸委員に勤めて頂きたいとの提案がなされ、出席者の全委員の賛

同が得られ、選任された。 

(4) 議事の進行 

配付資料の確認を行ったうえで、委員長に選任された長澤委員に、事務局から議事進

行を要請した。 
【長澤委員長】 

複数年度にわたる検討会でございますが、前年度に引き続き議事進行役ということで

仰せつかりましたので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、資料の順番に説明を伺って、ご意見等がありましたらお願いしたいと思い

ます。 

まずは議題1、事業計画（案）ですが、概要は冒頭、理事長から紹介がございましたけ

れど、もう少し詳しく、久々の検討会ですので思い出すような意味も含め、また、新しい

委員の方もおられるので、少し復習を兼ねながら説明をお願いしたいと思います。 

【事務局（川口）】 

それでは説明させていただきます。 

このたび交代された委員の方が多数いらっしゃるので、初めに、京浜港錨地に関する

これまでの検討経過などを説明させていただき、その後、議題1の説明に移りたいと思い

ます。 

（資料1～資料2に沿って説明） 

（議題1 事業計画（案）に沿って説明） 

【長澤委員長】 

   ありがとうございました。 

今年度の事業計画（案）を中心に、また、これまでを振り返るということで、資料1、
資料2を使いながら、これまでの経緯も含めて説明をいただきました。 

今年度は2回検討会を開きますが、今日が1回目で、2回目は来年の3月ということで、

実態調査とアンケート調査等の調査結果を取りまとめ、評価した結果が示されるようで

すので、そう機会が多くあるわけではないので、お気づきの点等ございましたら、ご指

摘いただければと思います。特に事業計画について、ご質問等ございませんか。 

昨年から半年間にわたって継続的な調査をした結果の取りまとめ、あるいは、アンケー

ト調査をどんなふうにするかということのようでございますので、事業計画と深く関わ

り合いますので、いつでも構いませんので、お気づきの点があれば、ご質問、ご意見を賜

－ 92 －



 

92 
 

行った。 

(2) 出席者の紹介 

出席者名簿をもって出席者の紹介とし、1 名の欠席者と 2 名の代理出席がある旨と、当

協会専務理事が急遽ウェブ参加となった旨の周知を行った。 

(3) 委員長の選任 

                事務局から委員長として海上保安大学校名誉教授長澤委員に、副委員長として東京海洋

大学学術研究院教授の田丸委員に勤めて頂きたいとの提案がなされ、出席者の全委員の賛

同が得られ、選任された。 

(4) 議事の進行 

配付資料の確認を行ったうえで、委員長に選任された長澤委員に、事務局から議事進

行を要請した。 
【長澤委員長】 

複数年度にわたる検討会でございますが、前年度に引き続き議事進行役ということで

仰せつかりましたので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、資料の順番に説明を伺って、ご意見等がありましたらお願いしたいと思い

ます。 

まずは議題1、事業計画（案）ですが、概要は冒頭、理事長から紹介がございましたけ

れど、もう少し詳しく、久々の検討会ですので思い出すような意味も含め、また、新しい

委員の方もおられるので、少し復習を兼ねながら説明をお願いしたいと思います。 

【事務局（川口）】 

それでは説明させていただきます。 

このたび交代された委員の方が多数いらっしゃるので、初めに、京浜港錨地に関する

これまでの検討経過などを説明させていただき、その後、議題1の説明に移りたいと思い

ます。 

（資料1～資料2に沿って説明） 

（議題1 事業計画（案）に沿って説明） 

【長澤委員長】 

   ありがとうございました。 

今年度の事業計画（案）を中心に、また、これまでを振り返るということで、資料1、
資料2を使いながら、これまでの経緯も含めて説明をいただきました。 

今年度は2回検討会を開きますが、今日が1回目で、2回目は来年の3月ということで、

実態調査とアンケート調査等の調査結果を取りまとめ、評価した結果が示されるようで

すので、そう機会が多くあるわけではないので、お気づきの点等ございましたら、ご指

摘いただければと思います。特に事業計画について、ご質問等ございませんか。 

昨年から半年間にわたって継続的な調査をした結果の取りまとめ、あるいは、アンケー

ト調査をどんなふうにするかということのようでございますので、事業計画と深く関わ

り合いますので、いつでも構いませんので、お気づきの点があれば、ご質問、ご意見を賜

 

93 
 

ればと思います。 

それでは、議題2になります。京浜港錨地の利用実態の評価に関する検討会の中間報告

ということで、実態調査の結果を取りまとめていただいておりますので、説明をお願い

します。 
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  （議題2 錨地利用実態調査のデータベースに沿って説明） 
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【長澤委員長】 
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て6で割るという形になっているのでしょうか。 
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これは、調査で6隻の錨泊船を確認したときの例ですので、6隻分を合計して6隻で割る

という形で示しています。例えば、調査で10隻いたとすると、この10隻の錨泊船に対し

て、それぞれ一つずつの錨泊船間距離を出しますので、10隻分の合計を10で割るという

ことになります。 
【関東運輸局（大嶋）】 

分かりました。ありがとうございました。 

【長澤委員長】 

ほかに何かございますか。 

船間距離、この選び方と平均の出し方ということで質問がございましたけれど、うま

くいく、いかないというのはあるのですが、この検討会の狙い、目的というのでしょう

か、限られた錨地を適正に利用するということへの色々な資料整理、または、はっきり

見えるものがあれば何がしかの方策をということだろうと思うのです。 

いずれにしても、適正に利用していただく、あるいは、利用する方法ということにな

れば、各錨泊船にどの程度適正な領域を与えるべきか、ということも大事で、一つの切

り口として質問が今ありましたように、自船の周りで一番近い船を多くサンプリングし

て、その一番近い船の距離を得られたサンプル数で割って平均船間距離と最低船間距離

といったものを出しながら、整理をしていただいています。 

うまくいくか、いかないかというか、それでいいのかという言い方をしてもいいのか
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もしれませんが、例えば、自船の右舷側に300mほど離れて錨泊船がいた、左舷側に350m
離れて錨泊船がいた。350は切るよということになりますけれど、本当に切っていいのか

どうか。300も350も一つのサンプルとして評価のまないたに載せるべきではないかとい

うこともあり得るのかな。 

どういうことかと言いますと、集計の仕方として、今回現地調査をしていただいた中

で、Y1錨地は290隻ほど錨泊船がいたわけですが、これは無差別にそれぞれの自船から

見た大きさ別に分けるといったいろんな分類方法もあると思うのですけれども、相対的

に自船の船首方向、あるいは、右に、左に、船尾方向にということで、どこかのページ

に密度図みたいなものがありましたけれど、自船周りの錨泊船の密度図みたいなものを

作って、どの程度自船周りに空白ができるか。 

よく昔、交通実態を調べるときに、自船周りの相対密度図を作って、自船の周りにど

れだけ他船を入れないエリアを持ちながら各船舶は走っているのか調査の研究の対象に

なったことがございますが、それと似たような図を作るというのは難しい、あるいは、

そういった検討は意味があまりなさそうですか。いかがですか。 

【事務局（川口）】 

 今、委員長のほうからご指摘がありました、例えば、相対密度図のような分析ですが、

これについては、事務局のほうで、対応が可能かどうか、一旦検討させていただけたら

と思います。まず、事務局が今行っている分析のほかにどのような分析ができるのか、

ちょっと検討したいと思います。検討させていただいて、委員の皆様、それから、委員

長、副委員長のほうにはご報告させていただきたいと思います。 

【長澤委員長】 

ありがとうございました。 

ほかに何かお気づきの点、ご意見等はございませんか。 

【滝浦委員】 

日本船長協会の滝浦です。今年度から参加させていただいています。 

議題2の14ページ、平均錨泊船間距離のご説明をされていた際に、坂口さんからヒア

リング調査というお話をされていたかと思うのですが、こちらのほうはアンケートとは

またちょっと違うのでしょうか。 

それと、ヒアリングをするとなると、どういった内容のヒアリングを考えられていて、

今回の検討会の議題にもなっているのでしょうか。 

【事務局（川口）】 

ご質問の件ですけれども、アンケートの中にこちらがヒアリングしたい内容を入れて

行いますので、基本的には、アンケート調査という理解でお願いします。 

【長澤委員長】 

よろしいですか。ありがとうございました。 

ほかに何かございますか。 

それでは、今、くしくもアンケート絡みの質問も出てまいりました。どういった内容

のものをどういう方法でアンケート調査するのかという方案が議題3として資料が用意
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されているようですので、引き続き説明をいただき、またご意見をいただければと思い

ます。お願いいたします。 

【事務局（川口）】 

（議題3及び資料4について説明）  

【長澤委員長】 

ありがとうございました。 

アンケートの実施要領と、質問のサンプルが資料4ということで、別資料で説明をいた

だきました。何か質問等ございましたらお願いいたします。 

【村瀬委員】 

外国船舶協会、村瀬と申します。 

アンケートの対象ですが、Y1錨地、K1錨地、NR錨地を利用しない船舶、例えば、超

大型船、全長350m、400mのコンテナ船、こういう船舶の船長にもアンケートを配付す

る必要はないと思うのですが、その点いかがでございましょうか。 

【事務局（川口）】 

こちらが考えていましたのは、令和5年に京浜港錨地の利便性向上と運用の見直し、こ

ういった新たな対策を取りましたので、超大型船のほうにも一応アンケートをしていた

だいて、例えば、バンカリングができることをご存じかどうかとか、そういったことも

ぜひ把握したいと思いますので、超大型船も対象としたいと思います。 

【村瀬委員】 

ありがとうございます。 

であれば、この問10ですけれども、全長100m以上と、ここでも切ってしまっているの

ですが、これ、もう少し全長を、例えば200m以上、300m以上というふうに分けたほう

が、後で分析するにも分かりやすいのではないか。いかがでしょうか。 

【事務局（川口）】 

そうですね。今ご指摘いただいたとおりです。 

それで、今回、資料の分量の関係で、総トン数、500トン未満の船舶を対象とした資料

しかご提示しておりませんので、実際には、500トン以上の船舶についても同じように

アンケートを作りますので、その中では、今言われた数値を反映させたいと思います。 

【村瀬委員】 

ありがとうございます。 

【長澤委員長】 

ありがとうございました。 

ほかには何かございますか。 

【宮坂委員】 

日本港湾タグ事業協会でございます。 

アンケートの問16ですけれども、数字が書いてありまして、どのように評価しますか

という質問になるのですけれども、非常に分かりづらいというか、何を求めているのか

が分からなくて、多分、その他につけてしまうのではないのかなと思うのです。 
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その他の場合だと、今度は19、20で、それについての考え方というふうに繋がってい

るのですけれども、これは何を求めるためのというか、回答者に趣旨が分かるようにし

たほうが回答しやすいのではないかなとは思うのですけれども。 

【事務局（川口）】 

ただいまのご質問についてですけれども、この問16については、現地調査で実際に確

認した平均の錨泊船間距離と、全ての錨泊船の平均船長、この二つのデータが分かりま

したので、これに対してどのような評価をするかというのが趣旨だったのですが、確か

に、この問16を見ると少し表現が足りないような気がしますので、もう少し分かりやす

く、説明を追記したいと思います。 

ここの質問は、具体的な船種に限ったものではなくて、一般論として、平均船長が

78.2mの船として錨泊船間距離が355.2mだったら、どう思いますかというような、こう

いう設問のイメージなのです。確かに、これを見ると、少しその辺のイメージが分かり

にくいので、もう少し分かりやすく、具体的にするようにしたいと思います。 

【長澤委員長】 

ということで、よろしいですか。 

【宮坂委員】 

はい。平均船長が78ですので、実際に回答する船長が乗っている船がそれ以外の場合

では、想像して回答しろということになるのでしょうけれども、ちょっと難しいのかな

という気はいたしております。以上です。 

【長澤委員長】 

少し具体的にも検討いただければと思います。ありがとうございました。 

ほかには何かご指摘いただく点はございますか。 

【関東地方整備局 内藤部長・代理（滝口）】 

関東地方整備局の港湾空港部の滝口といいます。よろしくお願いします。 

私のほうから、アンケートの回答の仕方といいますか、議題3の資料のアンケート調査

の実施の2ページですけれども、今回、アンケートが約3か月、6月から9月までやって、

この団体に送るのですけれども、回答というのは、船の名前とか、船長の名前とか、そ

ういったもの全てを記載の上、回答する形ですか。 

【事務局（川口）】 

今回は、船名とか、船長の名前とか、そこは無記名ということで考えております。あ

くまでも船舶の要目だけで考えております。 

【関東地方整備局 内藤部長・代理（滝口）】 

その場合、その船がどのくらいの頻度で入ってきているというところまではもとめな

いのですね。 

先ほどの問16とか問15のところで、船間距離が少ないと感じた場合とか、この場合ど

のように思いますかというのは、その1回、2回のことではなくて、何回かこの場所に来

ている人のそういった総合的な意見で回答するようなアンケートになると思いますが。 

【事務局（川口）】 

－ 96 －



 

96 
 

その他の場合だと、今度は19、20で、それについての考え方というふうに繋がってい

るのですけれども、これは何を求めるためのというか、回答者に趣旨が分かるようにし

たほうが回答しやすいのではないかなとは思うのですけれども。 

【事務局（川口）】 

ただいまのご質問についてですけれども、この問16については、現地調査で実際に確

認した平均の錨泊船間距離と、全ての錨泊船の平均船長、この二つのデータが分かりま

したので、これに対してどのような評価をするかというのが趣旨だったのですが、確か

に、この問16を見ると少し表現が足りないような気がしますので、もう少し分かりやす

く、説明を追記したいと思います。 

ここの質問は、具体的な船種に限ったものではなくて、一般論として、平均船長が

78.2mの船として錨泊船間距離が355.2mだったら、どう思いますかというような、こう

いう設問のイメージなのです。確かに、これを見ると、少しその辺のイメージが分かり

にくいので、もう少し分かりやすく、具体的にするようにしたいと思います。 

【長澤委員長】 

ということで、よろしいですか。 

【宮坂委員】 

はい。平均船長が78ですので、実際に回答する船長が乗っている船がそれ以外の場合

では、想像して回答しろということになるのでしょうけれども、ちょっと難しいのかな

という気はいたしております。以上です。 

【長澤委員長】 

少し具体的にも検討いただければと思います。ありがとうございました。 

ほかには何かご指摘いただく点はございますか。 

【関東地方整備局 内藤部長・代理（滝口）】 

関東地方整備局の港湾空港部の滝口といいます。よろしくお願いします。 

私のほうから、アンケートの回答の仕方といいますか、議題3の資料のアンケート調査

の実施の2ページですけれども、今回、アンケートが約3か月、6月から9月までやって、

この団体に送るのですけれども、回答というのは、船の名前とか、船長の名前とか、そ

ういったもの全てを記載の上、回答する形ですか。 

【事務局（川口）】 

今回は、船名とか、船長の名前とか、そこは無記名ということで考えております。あ

くまでも船舶の要目だけで考えております。 

【関東地方整備局 内藤部長・代理（滝口）】 

その場合、その船がどのくらいの頻度で入ってきているというところまではもとめな

いのですね。 

先ほどの問16とか問15のところで、船間距離が少ないと感じた場合とか、この場合ど

のように思いますかというのは、その1回、2回のことではなくて、何回かこの場所に来

ている人のそういった総合的な意見で回答するようなアンケートになると思いますが。 

【事務局（川口）】 

 

97 
 

 事務局としましては、一応、複数回というのを念頭に置いております。 

【関東地方整備局 内藤部長・代理（滝口）】 

分かりました。では、あくまでアンケートの回答する方の考えというか、思いも含め

た回答になるというふうなイメージでよろしいですかね。 

【事務局（川口）】 

そうですね。今ご指摘いただいたことに関しては、そのイメージになると思います。 

【関東地方整備局 内藤部長・代理（滝口）】 

分かりました。以上です。 

【長澤委員長】 

ありがとうございました。 

ほかにはございますか。 

【関東運輸局（大嶋）】 

関東運輸局の大嶋です。 

アンケートの問3とか問5のところで、例えば、問3ですとK1錨地の利便性向上、問5で
すとNR錨地の利便性向上ということで、いろいろそれぞれの錨地の運用を見直して周知

をしていると。それに対して、例えば、問3の関係ですと、問4で、実際それを知ってい

ますか、知っていませんかという回答をしていただく形になっているのですけれども、

ちょっとここで気になったのは、「知らないと回答した場合」で、「今後も、利用する

つもりはない」と言い切られていると、利便性向上のためにいろいろ使える用途を拡大

したにもかかわらず、回答としては「今後も、利用するつもりはない」と言い切られて

いるのはなぜなのかというのは聞きたくなるのですけれども、そういったところまで踏

み込んで、アンケート調査に、後ろのほうを見ますと自由記述欄がありますので、ここ

は聞けないものでしょうか。聞く必要がないと事務局が考えられたのか、そこら辺を教

えていただければ。 

【事務局（川口）】 

事務局としては、錨地は、着岸の岸壁や航路の場所だとか、その辺と関係があると思っ

ていますので、あえてここでは設問には入れていなかったのですけれども、逆に、確か

に今のような更問いをしたほうが利用者のニーズが分かるかもしれませんので、更問い

を入れるかどうかを事務局のほうで検討したいと思います。 

【長澤委員長】 

ありがとうございました。聞き方というのはなかなか難しいかもしれませんが、よろ

しくお願いいたします。 

ほかには何かございますか。ありがとうございました。 

それでは、少し考えていただくところもございますけれども、ご指摘いただいた点も

踏まえながらアンケートを、修正等を含め、準備をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

本日、検討会でご意見をいただく議題は以上だと思いますが、事務局、ほかに何かご

ざいますか。 
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【事務局（川口）】 

事務局からは特段ございません。 

【長澤委員長】 

それでは、以後の進行を事務局にお返しいたします。 

【事務局（川口）】 

どうもありがとうございました。 

本日は、令和5年度に実施しました実態調査の分析結果、また、アンケート調査の実施

についてご検討いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、アンケートの配付にご協力いただく組織、団体の皆様におかれましては、引き

続きよろしくお願いいたします。 

事務局としまして、残りの実態調査、アンケート調査にしっかり対応してまいりたい

と思います。 

本日、席上に配付しておりますDVDがありますけれども、そこに本検討会構成員限り

というのを書いていますが、DVDに船舶の個別情報を含むという記載がありますけれど

も、これは船種とか全長とかトン数の情報でございまして、船名とか船舶番号等は記載

してございませんので、ここで補足させていただきます。 

それでは、これをもちまして、「令和6年度第1回京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利

用実態の評価に関する検討会」を終了させていただきます。 

本日は、長時間にわたり、大変ありがとうございました。 

 

＝＝＝＝閉 会 （15:25）＝＝＝＝ 
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10.3 令和 6 年度第 2 回検討会 

10.3.1  開催日時等 

日時：令和 7 年 3 月 3 日 14:00～15:30 
場所：ビジョンセンター浜松町 

東京都港区浜松町 2-28-14 浜松町 TS ビル 4 階 

10.3.2  出席者等（順不同敬称略） 

委員 

長澤明（web）、田丸人意、古川雅士、滝浦文隆、櫻井薫、宮坂真人、井上嘉則、 
足立和也、髙宮成昭（代理 菅野直樹）、角田邦夫、永廣学、千葉弘毅 

  関係官公庁 
安藤毅（代理 後藤弘樹）、内藤孝（代理 滝口和美）、稲葉健人、松川勝紀、 
中園智之、池田紀道 

              オブザーバー 
      加藤義和 
    事務局 

  秋本茂雄、大根潔、川口修、神達孝一、安田克、南波佐間太一 

10.3.3  議題 

京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利用実態の評価に関する検討会報告書（案）について 
 

＝＝＝＝＝＝開会（14:00）＝＝＝＝＝＝ 

10.3.4 議事概要 

(1)  挨拶 

   本検討会の開催に当たり、事務局を代表して東京湾海難防止協会秋本理事長が挨拶を

行った。 

(2)  出席者の紹介 

出席者名簿をもって出席者の紹介とし、委員長が急遽 web 参加となった件と 2 名の

欠席者がある旨の周知を行った。 

(3)  委員長の選任（継続） 

第 1 回検討会と同様に、委員長は海上保安大学校名名誉教授の長澤委員に、副委員長

は東京海洋大学学術研究院教授の田丸委員に努めていただく旨の説明を行った。 

(4)  議事の進行 

配付資料の確認を行ったうえで、長澤委員長に、事務局から議事進行を要請した。 
 

－ 99 －



 

100 
 

【長澤委員長】 
先ほど、事務局から説明がございましたように、本日、悪天候が予想されるというこ

とで、誠に恐縮ではありますが、リモートで参加、司会進行役を務めさせていただくこ

とにいたしました。よろしくお願いいたします。 

昨年、第1回目検討会を開いてからも、引き続き、長期にわたる錨泊船の実態調査を実

施していただき、また解析等も進めていただきました。 

本日は第2回目、最終回の検討会ということですが、お手元には、データを整理した事

務局案としての報告書（案）、これがまとめられているかと思います。 

非常に分厚い資料になってございますが、一部、事業計画に関わるような、1回目の検

討会でご了承いただいたものもございますので、要点を取りまとめながら、一気にこの

報告書（案）について説明をお願いし、そして皆様方のご意見、ご質問を賜ればという

ふうに思っております。 

では事務局、少しボリュームがあって大変ですが、先ず説明をお願いいたします。 
【事務局（川口、安田）】 
   資料及び報告書（案）について説明 
【長澤委員長】 

ありがとうございました。 
つぶさに説明をいただきまして、これで委員の方々からご意見なり質問なり頂戴でき 

ればと思うのですが、会議を始めてから1時間を過ぎたところでございます。一気に説明 

をしていただきましたので、質問、感想等々、ご用意いただく時間も兼ねて、少し休憩 

を挟んでから質疑等に入りたいと思います。 

事務局いかがですか。 

【事務局（川口）】 
   分かりました。それでは、5 分ほど休憩を取りたいと思います。 
【長澤委員長】 

ありがとうございます。それでは、ここで休憩を取りたいと思います。 

 （午後3時5分～午後3時10分まで休憩） 

（休憩後） 
【事務局（川口）】 

それでは再開させていただきます。 

事務局のほうから補足が1点ございます。報告書（案）66ページのアンケートの(3)に平 
均船長78.2ｍという数字と平均錨泊船間距離355.2ｍという数字がございますけれども、 

これはアンケートをしたときの設問の中の数字で、このデータについては令和5年度の半 

年間の調査結果でございます。したがいまして、1年間トータルの調査で判明した平均船 

長と平均錨泊船間距離については、最後のまとめの数字、こちらが最終的な数字となり 

ました。 

それを確認させていただきますと、71ページの船間距離をご覧ください。9.2.2のとこ 
ろにありますけれども、平均錨泊船間距離が354.4ｍ、そして平均船長が79.6ｍ、これが 
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最終的な結果でございます。 

事務局からの補足は以上でございます。 

【長澤委員長】 

ありがとうございます。 

今、補足いただいた情報ですけれども、それぞれのページということですので、66ペ
ージ、スペースがあまりとれないですが、（最接近距離）355.2ｍに対する認識という

ことで、十数文字入れられるかどうかの空白が残っておりますので、ここのところに入

るように、「数値は令和5年観測結果による」とかを少し書き足していただけますか。 
【事務局（川口）】 

了解いたしました。 

【長澤委員長】 

よろしくお願いいたします。 

それでは、短い休憩で恐縮ですけれども、少し資料も見ていただく時間をとりました。 

目視観測とAISデータに基づく実態調査。これは、一般的に錨泊船が多いと言われる月 

曜日を選んで長期にわたって観測をいただきました。このデータと、それからレーダー 

観測を基にする錨泊船情報、あるいは届出制のNACCSのデータ、そしてアンケート調 

査といったものを絡めながら、比較検証しながら評価をいただいたということになろう 

かと思います。 

検討会に参画いただいている委員の方々で、何か質問、ご意見等がございましたらお 

願いをしたいと思います。何かございますでしょうか。 

【事務局（川口）】 

関東地方整備局の滝口様が挙手されています。 

【長澤委員長】 

関東地方整備局様、よろしくお願いいたします。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口委員）】 

関東地方整備局の港湾空港部・滝口です。説明、ありがとうございました。 

1点教えていただきたいのですが、105ページ以降の実態調査のデータベース中で、 

幾つか「不明」という記載があり、船種などが不明ということだと思いますが、これは 

普段見ないような船舶ということでしょうか。なぜそのような質問をするかといいます 

と、112ページ図11.13の⑨に「不明」とあり、この「不明」という船は隣接の船との間 

隔も短く、ほかの「不明」という船も短いものが見られたので、突然入ってきた船なの 

かは分からないですが、この「不明」が何か分かればと思いまして質問しました。 

【長澤委員長】 

事務局、お答えをお願いします。 

【事務局（川口）】 

それではお答えいたします。 

まず、AISを搭載していない船については、やはり目視の調査によるところが大きく 

なっております。それで、12月の場合、朝6時だとまだ日の出前ということで、目視で 
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調査できる範囲で調査しましたので、船種などが分からず、「不明」という結果となって 

おります。 

そのほか、例えば112ページの第13回調査の⑯の砂利運搬船がございますが、これは 

目視で何とか砂利運搬船であるというのが判明できています。総トン数も目視で大体 

300～500トン、ただし全長については「不明」と、こういった結果となっております。 

したがいまして、沖合の⑨については目視で調査し切れなかったということでご理解 

をお願いしたいと思います。 

【長澤委員長】 

ご質問いただいた滝口様、よろしいでしょうか。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口委員）】 

この152ｍとかというのは、たまたま距離が短いというふうな判断でよろしいですか

ね。私がちょっと考えすぎかもしれないですけれども、「不明」の船が何か間隔が短い

ような気がしました。それは別に珍しい船が入ってきたわけでなくて、図11.13でいきま

すと、⑨の「不明」のところだけ、何かすごく間隔が短いかなと思ったのですけれども、

それは何か特殊な船が来たわけではなくて、通常来ている船ですけれども、多分、AIS
とかで確認できなかったというだけですよね。 

【長澤委員長】 

事務局、お願いいたします。 

【事務局（川口）】 

これについては、この距離はたまたま近くに錨泊船がいて、レーダーに映った船影の 

ほぼ中央部ですね、これを基点に計測したら152.7ｍだったということです。特にふだ 

ん見慣れない船とかいうことではありません。この船はAISを積んでいませんので、こ 

の⑨の船については、小さな船、500トン未満の船ということになります。 

  【長澤委員長】 

滝口様、よろしいでしょうか。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口委員）】 

分かりました。ありがとうございました。 

【長澤委員長】 

ありがとうございます。 

ほかに何かご質問、ご意見、あるいは感想等でもよろしいかと思うんですけれども、

何かございませんか。 

ありがとうございます。なかなか錨泊船の実態というのは掴みづらいところがあるの

ですが、長期にわたる観測と、また色々なデータと照合しながら実態について解析をい

ただき、また評価もしていただいて、ありがとうございます。 

特にAISという、一部、搭載義務のない船舶もいて、全てが分かるわけではないです

が、搭載している船舶間の距離ですとか、色々なものが掴めるようになりました。それ

も詳細に解析をしていただきました。今回のY1錨地等々の利用の評価ということだけ

にとどまらず、基礎的なデータとして、色々と今後も活用できる部分があるかもしれな
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そのほか、例えば112ページの第13回調査の⑯の砂利運搬船がございますが、これは 

目視で何とか砂利運搬船であるというのが判明できています。総トン数も目視で大体 

300～500トン、ただし全長については「不明」と、こういった結果となっております。 

したがいまして、沖合の⑨については目視で調査し切れなかったということでご理解 

をお願いしたいと思います。 

【長澤委員長】 

ご質問いただいた滝口様、よろしいでしょうか。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口委員）】 

この152ｍとかというのは、たまたま距離が短いというふうな判断でよろしいですか

ね。私がちょっと考えすぎかもしれないですけれども、「不明」の船が何か間隔が短い

ような気がしました。それは別に珍しい船が入ってきたわけでなくて、図11.13でいきま

すと、⑨の「不明」のところだけ、何かすごく間隔が短いかなと思ったのですけれども、

それは何か特殊な船が来たわけではなくて、通常来ている船ですけれども、多分、AIS
とかで確認できなかったというだけですよね。 

【長澤委員長】 

事務局、お願いいたします。 

【事務局（川口）】 

これについては、この距離はたまたま近くに錨泊船がいて、レーダーに映った船影の 

ほぼ中央部ですね、これを基点に計測したら152.7ｍだったということです。特にふだ 

ん見慣れない船とかいうことではありません。この船はAISを積んでいませんので、こ 

の⑨の船については、小さな船、500トン未満の船ということになります。 

  【長澤委員長】 

滝口様、よろしいでしょうか。 

【関東地方整備局港湾空港部長・代理（滝口委員）】 

分かりました。ありがとうございました。 

【長澤委員長】 

ありがとうございます。 

ほかに何かご質問、ご意見、あるいは感想等でもよろしいかと思うんですけれども、

何かございませんか。 

ありがとうございます。なかなか錨泊船の実態というのは掴みづらいところがあるの

ですが、長期にわたる観測と、また色々なデータと照合しながら実態について解析をい

ただき、また評価もしていただいて、ありがとうございます。 

特にAISという、一部、搭載義務のない船舶もいて、全てが分かるわけではないです

が、搭載している船舶間の距離ですとか、色々なものが掴めるようになりました。それ

も詳細に解析をしていただきました。今回のY1錨地等々の利用の評価ということだけ

にとどまらず、基礎的なデータとして、色々と今後も活用できる部分があるかもしれな

 

103 
 

いなと感じております。事務局、ご苦労さまでございました。 

それでは、特段、ご質問、ご意見等ないようですので、進行を事務局にお返しをいた

します。 

【事務局（川口）】 

委員長、どうもありがとうございました。 

本日は、1年間にわたる実態調査の総まとめといたしまして、京浜港錨地の利用実態

とY1錨地の課題改善対策の効果について評価をしていただきました。 

その結果、京浜港錨地の重要課題の一つでございましたY1錨地の混雑の緩和、これ

を確認することができましたので、事務局といたしましては、令和3年度以降の錨地に

関する検討に一応の区切りをつけることができたというように考えております。改めま

して御礼を申し上げます。 

なお、京浜港錨地につきましては、多くの船が利用する錨地でございますし、また錨

地の利用実態は毎年様々な要因で変化をいたしますので、当協会としましては、今後も

必要に応じて錨地に関する検討を行うこととしております。京浜港錨地の検討が必要と

なった際には、また改めてお声をかけさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、これをもちまして、「令和6年度第2回京浜港錨地（横浜区・川崎区）の利

用実態の評価に関する検討会」を閉会させていただきます。 

 本日は長時間にわたり大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

                        

＝＝＝＝閉 会 （15:30）＝＝＝＝ 
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